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証券コード　3640
平成28年６月10日

株　主　各　位
長野県長野市鶴賀七瀬中町276番地６
株 式 会 社 　 電 　 　 算
代表取締役社長 轟  一 太

第51期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第51期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださ
いますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書
用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年６月27日（月曜日）午後５
時20分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成28年６月28日（火曜日）午前10時30分

２．場 所 長野県長野市県町576番地
ホテル国際21 １階　藤の間
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．会議の目的事項
⑴ 報 告 事 項 第51期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告及び

計算書類報告の件
⑵ 決 議 事 項

第１号議案 取締役８名選任の件
第２号議案 取締役に対するストック・オプション報酬の件

以　上

－ 1 －

株主各位
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　◎本招集ご通知に添付すべき書類のうち、「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」につきまし
て は 、 法 令 及 び 当 社 定 款 の 定 め に よ り 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト
（http://www.ndensan.co.jp/）に掲載しておりますので、本定時株主総会招集ご通知添付書類に
は記載いたしておりません。なお、これらの書類は、監査役会が監査報告書を、会計監査人が会計
監査報告書をそれぞれ作成するに際して監査した計算書類の一部であります。

　◎なお、株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社
ウェブサイトに掲載させていただきます。

　◎本招集ご通知の内容については、早期に情報をご提供する観点から、本通知発送前に当社ウェブサ
イトに開示いたしました。

　◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。

－ 2 －
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（添付書類）

事業報告（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）

１．企業の現況に関する事項
⑴　事業の経過及びその成果

　当事業年度におけるわが国経済は、政府の経済政策や日本銀行の追加金融政策等を背景
に、緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、海外経済の減速や原油価格の下落
などの影響で、年度後半には円高・株安が進むなど、依然として景気の先行きは不透明な
状況にあります。
　情報サービス産業におきましては、ソフトウェア投資は緩やかな増加傾向にあるものの、
企業の慎重な姿勢は継続しており、受注環境は依然として厳しい状況が続いています。

　このような状況の中、当社は下記の重点施策・事業の推進を行いました。
①公共分野では、総合行政情報システム(Reams.NET)の全国シェア拡大、生活圏・広

域圏でのシステム共同利用の提案推進、新財務会計システムの販売及び市区町村向け
のシステム更改、番号制度等の各種法制度改正対応に伴うシステム開発、個人番号カ
ード交付管理システムの開発、次期総合行政情報システム(次期Reams)の開発推進。

②産業分野では、リース業向けリーストータルシステムの全国への営業展開、電子カル
テシステム等の医療機関向けシステムの積極的な販売・導入及び自社製品の販売拡大。

③データセンターサービスでは、他社とのアライアンスの推進による新たなクラウドサ
ービスメニューの拡大。

④海外製品も含めた新商品・新サービスの開拓・販売、積極的な人材育成を通じた技術
力の向上及び情報セキュリティやIoT(Internet of Things)※１等の新技術の調査研究、
AR(Augmented Reality)※２を利用したスマートフォン向けアプリケーション開発。

※１　IoT(Internet of Things)は従来、インターネットに接続されていたパソコンやサーバー、プリン
ター等の情報通信関連機器に加えて、それ以外のさまざまな機器や装置をつなげる技術。膨大な量
の情報を共有するクラウド技術やビッグデータ技術、人工知能等の登場により、あらゆる“モノ
(Things)”に高度な通信機能が組み込まれ、インターネットで相互に情報伝達できるようになる。

－ 3 －
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※２　AR(Augmented Reality)は拡張現実と訳される。現実の環境から視覚や聴覚、触覚などの知覚に
与えられる情報を、コンピュータにより拡張する技術。ディスプレイに映し出した画像に、バーチ
ャル情報を重ねて表示することで、より便利な情報を提供する事が可能となる。

■公共分野の状況
　公共分野におきましては、番号制度において、平成28年１月に個人番号利用が開始さ
れ、平成29年７月の地方公共団体情報連携開始に向けて、情報提供ネットワークシステム
との総合運用テスト準備が本格化しております。当事業年度はこの番号制度を始めとする
法制度改正によるシステム改修及び番号制度に関連するセキュリティ対策の強化等の環境
整備や、次期総合行政情報システムの開発、個人番号カード交付管理システムの開発等を
実施しました。また、受注活動におきましては、新規顧客の獲得及び既存顧客のシステム
更改案件の獲得の他、生活圏・広域圏でのシステム共同利用の提案及び販売パートナー企
業との提携強化を重点に推し進めました。
　その結果、総合行政情報システムにおきまして６団体、情報系システムで10団体、戸籍
総合システムで７団体のシステム更改を行った他、介護保険事務処理システムを新規顧客
１団体に販売しました。前述のシステム共同利用では、戸籍総合システムを８団体、新財
務会計システムを１団体へ販売した他、証明書コンビニ交付システムで10団体の案件を獲
得しました。また、パートナー企業を通じたシステム販売では、新たなパートナー１社と
提携した他、既存パートナーにより、介護保険事務処理システムを新規に１団体、水道料
金システムを新規に３団体へ販売しております。
　システム提供サービスでは、前年度から継続の法制度改正において、番号制度対応で296
団体、介護保険制度の第６期計画事業対応で173団体、今年度の法制度改正の対応におい
て、平成27年度簡素な給付措置（臨時福祉給付金）で146団体、国民年金保険料免除制度
及び若年者納付猶予制度で133団体、公職選挙法等改正（選挙権年齢の引下げ）で139団
体、地方公務員共済の標準報酬制改正で88団体へシステム提供を行いました。また、翌年
度の法制度改正に向けて、平成28年度臨時福祉給付金対応及び選挙人名簿の表示登録制度
の見直し対応のシステム開発を進めました。
　データセンターサービスでは、総合行政情報システムを軸としたクラウドサービスを新
規に3団体へ提供しました。
　新商品・サービスの取り組みとしましては、全国の地方公共団体向けに各種行政事務サ
ービスのクラウド提供サービス（LGWAN-ASPサービス）を開始し、3団体に販売した
他、個人番号カード交付管理システムを35団体に、スマートフォンを利用した子育て・生
活応援アプリを3団体に販売しました。

－ 4 －
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　これらの結果、公共分野の売上高は101億40百万円、営業利益は４億29百万円となりま
した。

■産業分野の状況
　産業分野におきましては、医療機関向けシステムの受注やリースパッケージライセンス
の販売が順調に進み、売上、利益とも前事業年度を上回りました。しかしながら、システ
ム開発・導入案件の受注不足及び取引先のコスト削減に伴う低価格化の要求等により、特
に流通業・製造業のソフトウェア開発・システム提供サービスにおきましては、依然とし
て厳しい状況が続いております。
　このような状況の中、主力商品であるリース業向けリーストータルシステムにおいては、
前事業年度に採用が決まった２社への提供に向けた開発・導入を予定通り進めました。ま
た、営業面では新規顧客開拓及び既存顧客のシステム更改案件の獲得に向け積極的に営業
活動を行っております。
　医療機関向けには、電子カルテシステムを３病院に、医事会計システム・医薬品在庫管
理システムを4病院に導入し、介護支援システムの更改を14団体に行いました。
　報道機関向けには、１社から広告管理システム等２システムの更改を受注し開発を進め
ております。
　新商品・サービスの取り組みとしましては、平成28年１月に利用が開始された個人番号
の収集・管理システム「番号Post」・「番号管理Box」及びクラウド型医療機器管理シス
テム「MAViNCloud」の開発を行い、販売を開始しました。「番号Post」は24社、「番
号管理Box」は76社、「MAViNCloud」は２病院へシステム提供を行いました。今後、
自社による販売はもとよりパートナー企業との連携により、全国に販売を拡大してまいり
ます。
　データセンターサービスでは、前事業年度に販売を開始したクラウドサービス
「AirCloudシリーズ」で11社、仮想サーバサービスで10社へ提供を行いました。
　インターネット事業では、コンテンツ管理システムについて前事業年度に採用が決まっ
た２社に提供し稼働しております。
　これらの結果、産業分野の売上高は40億86百万円、営業利益は１億71百万円となりま
した。

－ 5 －
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■新技術・新サービスへの取り組み
　新技術への取り組みとして、観光ガイドや通信販売等での利用が注目されているARを利
用した開発を行いました。ARとは、位置やマーカー（目印）を認識すると現実空間の上に
仮想空間を重ね合わせることができる技術のことで、例えば街並みの風景にスマートフォ
ンをかざすと、そこにはない観光スポットへの案内や、昔の街並みを表示したりすること
ができます。当社では、ARを利用し商品の装着イメージを購入前に確認できるスマートフ
ォン向けアプリケーションの開発を受注、リリースしました。
　また、障害等によるネットワーク切断はますます許されなくなる一方、標的型攻撃やマ
ルウェア※１感染により長期的な停止を余儀なくされる事態も増えています。日々の適正
管理支援と有事の迅速な復旧を目的とした、組織内ネットワーク通信を可視化するツール
を開発し、社内ネットワークでの実証を経てエンドユーザへの提案を行いました。

※１　コンピュータの正常な利用を妨げたり、利用者やコンピュータに害を及ぼす不正な動作を行うソフ
トウェアの総称。

■当事業年度の業績
　当事業年度は、公共分野において、番号制度対応の売上が順調に伸展し、関連した追加
作業も発生したことに加え、臨時福祉給付金等新たな法制度改正対応も行い、また、産業
分野においては、病院情報システムの提供及びリーストータルシステムの導入が順調に進
みました。更に、全社において、生産性向上による原価低減に努めたこと等により、前事
業年度に対して増収増益となりました。
　以上の結果、当事業年度の売上高は142億26百万円（前期比9.9％増）、営業利益は６
億円（前期比27.5％増）、経常利益は６億16百万円（前期比26.3％増）及び当期純利益は
９億69百万円（前期比464.0％増）となりました。

－ 6 －
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（百万円） （百万円）売上高

売上高・営業利益の推移

営業利益

セグメント別売上高・営業利益

セ グ メ ン ト 売上高
（千円）

前事業年度比
（％）

セグメント利益
（千円）

前事業年度比
（％）

公 共 分 野 10,140,515 109.1 429,871 64.4

産 業 分 野 4,086,087 112.0 171,746 －

調 整 額 － － △748 －

合 計 14,226,602 109.9 600,869 127.5

（注）セグメント利益又は損失の算定にあたり、営業費用の配賦方法を当社の経営管理手法により即したもの
とし、セグメント利益又は損失の実態をより明瞭に表示するために、当社の管理部門等のうち、報告セ
グメントに帰属しない費用については「調整額」に含めております。

－ 7 －

―売上高・営業利益の推移グラフ、―セグメント別売上高・営業利益、業務の種類別売上高



2016/06/01 15:18:18 / 15173963_株式会社電算_招集通知（Ｃ）

業務の種類別売上高

業 務 の 種 類 売上高
（千円）

前事業年度比
（％）

構成比
（％）

情 報 処 理 ・ 通 信 サ ー ビ ス 2,755,676 96.8 19.4

ソフトウェア開発・システム提供サービス 6,830,250 112.2 48.0

シ ス テ ム 機 器 販 売 等 2,715,190 125.6 19.1

そ の 他 関 連 サ ー ビ ス 1,925,484 104.2 13.5

合 計 14,226,602 109.9 100.0
（注）業務の主な内容は、「⑺　主要な事業内容」をご覧ください。

産業分野
4,086百万円
（28.7％）

公共分野
10,140百万円
（71.3％）

セグメント別　売上高

その他関連サービス
1,925百万円
（13.5％）

システム機器販売等
2,715百万円
（19.1％）

ソフトウェア開発・
システム提供サービス

6,830百万円
（48.0％）

情報処理・通信サービス
2,755百万円
（19.4％）

業務の種類別　売上高

－ 8 －
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⑵　設備投資等の状況
　当事業年度中において実施いたしました設備投資等の総額は６億28百万円で、その主な
ものは、次のとおりであります。

主 な 設 備 投 資 内 容 投 　 資 　 額 （ 百 万 円 ）

次期総合行政情報システム開発 432

Reams.NET業務機能強化対策 37

中間サーバブリッジシステム用設備 33

仮想サーバサービス環境用ストレージ設備 10

仮想サーバサービス環境用フラッシュストレージ設備 10

⑶　資金調達の状況
　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と総額75億円の当座貸
越契約を締結しており、当事業年度末における借入実行残高は23億94百万円であります。

－ 9 －
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⑷　対処すべき課題
対 処 す べ き 課 題 具 体 的 な 内 容

①　商品・サービスの多様
化と新たなビジネスモ
デルの構築

データセンターを活用したサービス提供によりストックビジネスを拡大し、
さらに短期及び長期の業績向上に資する新たな商品・サービスを提供しま
す。また先端技術の研究・評価を通じて、他社に先んじた新たなビジネスモ
デルの構築を図ります。

②　協業・海外企業との連
携強化

他社との協業による事業拡大と新規サービスの創出を進めるとともに、海外
企業との連携を強化し、当社製品の海外販売や海外製品の国内販売を拡大し
ます。

③　積極的な人材育成によ
る技術力の向上

積極的な人材育成により、高度情報セキュリティ技術者、システム開発技術
者の技術力向上と、営業・管理部門の専門知識の向上を図り、サービス力・
顧客対応力・提案力等の総合力を顧客及び業界から評価される企業を目指し
ます。また起業家精神を創発する制度を設けることで、新たなビジネスに挑
戦する企業風土の醸成を図ります。

④　新技術の調査研究とサ
ービス提供

ビッグデータ、オープンデータ※１、IoT（Internet of Things）、AI（Artificial 
Intelligence：人工知能）※２、AR（Augmented Reality：拡張現実）等の
新技術の調査・研究を進め、ICT技術の進化に遅れることなく、顧客ニーズ
に適時に応えることができる技術力の保持と迅速なサービス提供を目指しま
す。

⑤　次期総合行政情報シス
テムの開発と提供

次期総合行政情報システムの開発を進め、高品質・高機能なシステム提供に
より、事業の持続的成長を進めます。

※１　特定のデータを一切の著作権、特許などの制限なしに、誰でも自由に使え再利用もでき、かつ再配
布できるようなデータのこと。

※２　人間の使う自然言語を理解し、論理的な推論を行ったり、経験から学習したりするソフトウェアや
システム等のこと。

－ 10 －

対処すべき課題
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⑸　財産及び損益の状況の推移

区 分
第48期

(平成25年３月期)
第49期

(平成26年３月期)
第50期

(平成27年３月期)
第51期

(平成28年３月期)
(当事業年度)

売　上　高　　　　（千円） 13,824,364 12,580,943 12,942,228 14,226,602
経常利益又は
経常損失（△）　　（千円） 666,471 △188,384 487,808 616,102

当期純利益又は
当期純損失（△）　（千円） 444,231 △424,327 171,929 969,680

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）
　　　　　　　　　　（円）

76.41 △73.51 31.03 177.12

総　資　産　　　　（千円） 17,575,215 16,295,430 17,246,042 16,149,247

純　資　産　　　　（千円） 8,446,393 7,647,108 7,625,592 7,956,751

１株当たり純資産額　（円） 1,446.99 1,337.70 1,396.68 1,448.26

（注）１．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、期中平均の株式数により算出しております。
２．当社は、平成24年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。従っ

て第48期は、第48期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益及び１株当
たり純資産額を算定しております。

－ 11 －

財産及び損益の状況の推移
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経常利益・当期純利益・１株当たり当期純利益

-600
-400
-200
0

200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600

-300
-200
-100
0

100
200
300
400
500
600
700
800

第48期

666
444

第49期

-188
-424

第50期

487

171

第51期

616

969

76.41
（注）

-73.51
31.03

177.12

経常利益
当期純利益
１株当たり当期純利益（百万円） （円）

2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000

18,000
16,000
14,000

00
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000

8,000
9,000

7,000
6,000

第48期

17,575

8,446

第49期

16,295

7,647

第50期

17,246

7,625

第51期

16,149

7,956

1,446
（注） 1,337 1,396 1,448

（百万円） （円）

総 資 産
純 資 産
１株当たり純資産

総資産・純資産・１株当たり純資産

（注）第48期の１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額は、それぞれ前頁の（注）２に記載のとおり、
各事業年度の期首に株式分割が行われたと仮定して算定しております。

⑹　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
　該当事項はありません。

－ 12 －

―経常利益・総資産等グラフ、―グラフ注記、重要な親会社及び子会社の状況
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⑺　主要な事業内容（平成28年３月31日現在）
　各分野における事業内容は、以下のとおりです。

分 野 事 業 内 容

①　公共分野
主に地方公共団体及び関係する諸団体向けに、システム提供サービス、機
器システム・用品販売、情報処理サービス及びデータセンターサービス等
の各種サービスを提供しております。

②　産業分野

主に民間企業及び医療・福祉機関向けに、ソフトウェア開発、機器システ
ム・用品販売、情報処理サービス及びデータセンターサービス等の各種サ
ービスを提供しております。
また、一般個人向けにインターネットサービスも提供しております。

　　また、業務の種類別の事業内容は、以下のとおりです。
業 務 の 種 類 事 業 内 容

①　情報処理・通信サービス
ア．情報処理サービス
イ．インターネットサービス
ウ．データセンターサービス

②　ソフトウェア開発・システム提供
サービス

ア．ソフトウェア開発
イ．システム提供サービス

③　システム機器販売等 ア．機器システム・用品販売

④　その他関連サービス ア．その他システム関連サービス
イ．機器賃貸・保守サービス

⑻　主要な営業所（平成28年３月31日現在）
名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 社 長 野 県 長 野 市 東 北 S S 宮 城 県 仙 台 市
東 京 支 社 東 京 都 中 央 区 北 関 東 S S 埼玉県さいたま市
新 潟 支 社 新 潟 県 新 潟 市 佐 渡 S S 新 潟 県 佐 渡 市
佐 久 支 社 長 野 県 佐 久 市 上 越 S S 新 潟 県 上 越 市
松 本 支 社 長 野 県 松 本 市 山 梨 S S 山 梨 県 中 央 市
飯 田 支 社 長 野 県 飯 田 市 － －

（注）SSは、サポートサービスセンターを指します。

－ 13 －

主要な事業内容、主要な営業所
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⑼　従業員の状況（平成28年３月31日現在）
①　セグメント別の従業員の状況
セ グ メ ン ト の 名 称 従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減

公共分野 430名（39名） ５名減 （８名減）

産業分野 119名 （７名） 13名減 （１名減）

セグメント計 549名（46名） 18名減 （９名減）

全社（共通） 186名（38名） ６名増 （２名減）

合計 735名（84名） 12名減（11名減）

（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます）であ
り、臨時雇用者数（契約社員、嘱託社員を指し、派遣社員は含みません）は、期中の平均人員を（ ）
内に外数で記載しております。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門及びセグメントに含まれない開発・運用
等の部門に所属しているものであります。

②　当社の従業員の状況
従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

735名（84名） 12名減（11名減） 40.6歳 16.7年

（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます）であり､ 
臨時雇用者数（契約社員、嘱託社員を指し、派遣社員は含みません）は、期中の平均人員を（ ）内に外
数で記載しております。

⑽　主要な借入先及び借入額（平成28年３月31日現在）
借 入 先 借 　  入 　  額 （ 千 円 ）

株 式 会 社 八 十 二 銀 行 2,399,120

長 野 県 信 用 組 合 472,000

株 式 会 社 長 野 銀 行 372,000

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 174,740

－ 14 －

従業員の状況、主要な借入先及び借入額
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２．会社の株式に関する事項（平成28年３月31日現在）
⑴　発行可能株式総数 20,000,000株

⑵　発行済株式の総数 5,837,200株

⑶　株主数 5,994名

⑷　大株主（上位10名）

株 主 名 持株数（株） 持株比率（％）

信 越 放 送 株 式 会 社 2,128,200 38.37

ト ー テ ッ ク ア メ ニ テ ィ 株 式 会 社 846,400 15.26

信 濃 毎 日 新 聞 株 式 会 社 289,200 5.21

電 算 従 業 員 持 株 会 221,400 3.99

株 式 会 社 八 十 二 銀 行 120,000 2.16

株 式 会 社 長 野 銀 行 101,600 1.83

株 式 会 社 エ ス テ ー ト 長 野 92,000 1.65

東 芝 ソ リ ュ ー シ ョ ン 株 式 会 社 72,000 1.29

長 野 県 信 用 組 合 60,000 1.08

野村信託銀行株式会社（電算従業員持株会専用信託口） 56,400 1.01

（注）１．当社は、自己株式を291,800株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、
　　　　　自己株式（291,800株）には、電算従業員持株会専用信託口が保有する当社株式（56,400株）を
　　　　　含んでおりません。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑸　その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。

－ 15 －

会社の株式に関する事項
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３．会社の新株予約権等に関する事項
⑴　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（平成28年

３月31日現在）
該当事項はありません。

⑵　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

⑶　その他新株予約権等に関する重要な事項
　当社は、平成27年５月20日開催の取締役会において、当社取締役及び従業員に対し、新
株予約権（有償ストックオプション）を発行することを決議いたしました。その概要は以
下のとおりであります。

新株予約権の数 2,910個

新株予約権の目的である株式の種類と数 普通株式　291,000株
（新株予約権1個につき100株）

新株予約権の発行価額 新株予約権1個あたり　2,500 円

新株予約権の払込価額 新株予約権1個あたり　231,100円（1株当たり2,311円）

新株予約権の行使期間 平成30年７月１日から
平成32年６月30日まで

新株予約権の行使条件 （注）

保有状況 当社取締役 8名 2,310 個 (231,000株)
当社従業員 34名 600 個 ( 60,000株)

（注）１．新株予約権者は、当社の平成30年３月期における営業利益が1,200百万円を超過した場合に限り、
本新株予約権を行使することができる。ただし、平成28年３月期及び平成29年３月期のいずれかの
期の営業利益が300百万円を下回った場合には、平成30年３月期の業績目標を達成した場合でも本
新株予約権を行使することができない。

－ 16 －

会社の新株予約権等に関する事項
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２．上記１における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書（連
結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における営業利益を参照するものとし、適用さ
れる会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合
理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。

３．新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役
または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由が
あると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

４．新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
５．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
６．各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

－ 17 －

会社の新株予約権等に関する事項
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４．会社役員に関する事項
⑴　取締役及び監査役の状況（平成28年３月31日現在）
会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 轟 　 　 　 一 　 太

株式会社メイツ長野社外取締役
株式会社長野県カルチャーセンター社外取締役
株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ
社外取締役
長野県信用組合理事

代 表 取 締 役 専 務 熊 原 昭 夫 ビジネス事業本部担当

取 締 役 清 水 誠 一 公共事業本部担当公共事業本部長
株式会社諏訪広域総合情報センタ社外取締役

取 締 役 石 丸 美 枝 経理・財務担当

取 締 役 河 井 聡 司 技術推進本部担当兼データセンター担当技術推進本部長兼デ
ータセンター長

取 締 役 丸 山 沢 水 管理本部担当兼経営企画本部担当兼情報開示担当管理本部長

取 締 役 小 林 秀 明 東洋製罐グループホールディングス株式会社社外取締役
帝京大学冲永総合研究所教授

取 締 役 小 根 山 　 克 　 雄

信越放送株式会社代表取締役会長
株式会社エステート長野代表取締役社長
長野カントリー株式会社代表取締役社長
株式会社長野県カルチャーセンター代表取締役副社長
株式会社ながのコミュニティ放送社外取締役
株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ
社外取締役
株式会社まちづくり長野社外取締役

常 勤 監 査 役 関 谷 秀 世

監 査 役 増 　 田 　 英 　 敏 専修大学法学部教授・大学院法学研究科教授
増田法律事務所所長

監 査 役 小 　 出 　 貞 　 之
株式会社守谷商会社外取締役
宮坂ホールディングス株式会社社外監査役
長野カントリー株式会社社外監査役

－ 18 －

会社役員に関する事項
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会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

監 査 役 中 村 重 一

信濃毎日新聞株式会社代表取締役副社長
株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ
代表取締役会長
株式会社メイツ長野社外取締役
長野カントリー株式会社社外監査役

（注）１．取締役 小林秀明氏及び取締役 小根山克雄氏は、社外取締役であります。
２．監査役 増田英敏氏、小出貞之氏及び中村重一氏は、社外監査役であります。
３．監査役 増田英敏氏は、大学等における税法分野に関する研究及び教授等を通じて、財務及び会計に

関する相当程度の知見を有しております。
４．当社は、取締役 小林秀明氏並びに監査役 増田英敏氏、小出貞之氏及び中村重一氏を東京証券取引

所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．取締役 小林秀明氏は平成28年3月31日付で帝京大学冲永総合研究所教授を退職しております。
６．当事業年度中における取締役及び監査役の地位及び担当等の異動は次のとおりであります。

⒜　就任
　　平成27年６月25日開催の第50期定時株主総会において、新たに関谷秀世氏及び中村重一氏が

監査役に選任され、同日就任しました。
⒝　地位及び担当の異動

氏 名 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日

熊 原 昭 夫 代表取締役専務
代表取締役専務
ビジネス事業本部担当 平成27年４月１日

河 井 聡 司

ビジネス事業本部担当兼
データセンター担当
ビジネス事業本部長兼
データセンター長

技術推進本部担当兼
データセンター担当
技術推進本部長兼
データセンター長

平成27年４月１日

⒞　退任

氏 名 退 任 日 退任事由 退 任 時 の 地 位 ・ 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

小 林 賢 一 平成27年６月25日 任期満了 常勤監査役

猪 股 征 一 平成27年６月25日 任期満了
監査役
信濃毎日新聞株式会社監査役
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⑵　責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役または社外監査役が、その職務を
行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限
度額としております。

⑶　取締役及び監査役の報酬等の額
①　当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 総 額

取 　 締 　 役 （ う ち 社 外 取 締 役 ） ８名 （２名） 122,982千円（9,720千円）

監 　 査 　 役 （ う ち 社 外 監 査 役 ） ６名 （４名） 19,935千円（6,495千円）

（注）１．上記には、平成27年６月25日開催の第50期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役２名を
含んでおります。

２．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．取締役の報酬限度額は、平成14年６月28日開催の第37期定時株主総会において、年額300,000千

円以内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。
４．監査役の報酬限度額は、平成14年６月28日開催の第37期定時株主総会において、年額40,000千円

以内と決議いただいております。

②　当事業年度に支払った役員退職慰労金
　該当事項はありません。
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⑷　社外役員に関する事項（平成28年３月31日現在）
①　他の法人等における業務執行取締役、社外役員等の重要な兼職の状況

会 社 に お け る 地 位 氏 名
他の法人等の業務執行者としての
重 要 な 兼 職 の 状 況 及 び 当 社 と
当 該 他 の 法 人 等 と の 関 係

他の法人等の社外役員等としての
重 要 な 兼 職 の 状 況 及 び 当 社 と
当 該 他 の 法 人 等 と の 関 係

取 締 役 小 林 秀 明
帝京大学冲永総合研究所教授であ
ります。なお、当社は帝京大学冲
永総合研究所との間に特別な関係
はありません。

東洋製罐グループホールディング
ス株式会社社外取締役でありま
す。なお、当社は東洋製罐グルー
プホールディングス株式会社との
間に特別な関係はありません。

取 締 役 小根山　克　雄

信越放送株式会社代表取締役会
長、株式会社エステート長野代表
取締役社長、長野カントリー株式
会社代表取締役社長及び株式会社
長野県カルチャーセンター代表取
締役副社長であります。なお、当
社は信越放送株式会社、長野カン
トリー株式会社及び株式会社長野
県カルチャーセンターとの間に機
器システム・用品販売及びシステ
ム利用料等の取引関係、株式会社
エステート長野との間にインター
ネットサービス及びシステム利用
料等の取引関係があります。

株式会社ながのコミュニティ放
送、株式会社インフォメーショ
ン・ネットワーク・コミュニティ
及び株式会社まちづくり長野の社
外取締役であります。なお、当社
は前３社との間にインターネット
サービス等の取引関係がありま
す。

（注）取締役 小林秀明氏は平成28年3月31日付で帝京大学冲永総合研究所教授を退職しております。
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会 社 に お け る 地 位 氏 名
他の法人等の業務執行者としての
重 要 な 兼 職 の 状 況 及 び 当 社 と
当 該 他 の 法 人 等 と の 関 係

他の法人等の社外役員等としての
重 要 な 兼 職 の 状 況 及 び 当 社 と
当 該 他 の 法 人 等 と の 関 係

監 査 役 増 田 英 敏

専修大学法学部・大学院法学研究
科教授及び増田法律事務所所長で
あります。なお、当社は専修大学
ならびに増田法律事務所との間に
特別な関係はありません。

該当事項はありません。

監 査 役 小 出 貞 之 該当事項はありません。

株式会社守谷商会の社外取締役及
び宮坂ホールディングス株式会
社、長野カントリー株式会社の社
外監査役であります。なお、当社
は株式会社守谷商会との間にイン
ターネットサービス等の取引関
係、長野カントリー株式会社との
間に機器システム・用品販売等の
取引関係があります。宮坂ホール
ディングス株式会社との間に特別
な関係はありません。

監 査 役 中 村 重 一

信濃毎日新聞株式会社代表取締役
副社長及び株式会社インフォメー
ション・ネットワーク・コミュニ
ティ代表取締役会長であります。
なお、当社は信濃毎日新聞株式会
社との間にシステム提供等の取引
関係、株式会社インフォメーショ
ン・ネットワーク・コミュニティ
との間にインターネットサービス
等の取引関係があります。

株式会社メイツ長野の社外取締役
及び長野カントリー株式会社の社
外監査役であります。なお、当社
は株式会社メイツ長野との間に事
務スタッフ受け入れ等の人材派遣
関係及びシステム提供等の取引関
係、長野カントリー株式会社との
間に機器システム・用品販売及び
システム利用料等の取引関係があ
ります。
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②　当事業年度における主な活動状況

会 社 に お け る 地 位 氏 名
取締役会（18回開催） 監査役会（13回開催）

出 席 回 数
（回）

出 席 率
（％）

出 席 回 数
（回）

出 席 率
（％）

取 締 役 小 林 秀 明 16 89 － －

取 締 役 小 根 山 　 克 　 雄 15 83 － －

監 査 役 増 田 英 敏 12 67 8 62

監 査 役 小 出 貞 之 17 94 13 100

監 査 役 中 村 重 一 10 77 9 90

（注）１．監査役　中村重一氏は、平成27年６月25日開催の第50期定時株主総会で監査役に選任されており、
取締役会の出席率は就任後の取締役会開催回数13回、また監査役会の出席率は就任後の監査役会開
催回数10回で計算しております。

２．取締役会における発言状況
⒜　各社外取締役は、当社の経営全般に対し意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・適正

性を確保するための助言・提言を行っております。
⒝　各社外監査役は、公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた

めの助言・提言を行っております。
３．監査役会における発言状況
　　各社外監査役は、監査役会において、当社の内部監査等について適宜必要な発言を行っております。
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５．会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

⑵　報酬等の額
報酬等の額（千円）

当 事 業 年 度 に 係 る 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 の 額 38,000

当 社 が 会 計 監 査 人 に 支 払 う べ き 金 銭 そ の 他 の 財 産 上 の 利 益 の 合 計 額 38,000

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会
計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当該金額について、当社監査役会は、会計監査人から監査計画（監査目的、監査項目、監査予定時
間等）の説明を受けた後、その内容及び報酬見積額について、前期の計画と実績・報酬総額・時間
当たり報酬単価等との比較検討及び経理部門等の情報・見解の確認等を行い検討した結果、報酬等
の額は妥当と判断し、会社法第399条第１項の同意を行っております。

⑶　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

⑷　会計監査人の解任または不再任の決定方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した
場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定い
たします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が
選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨
及びその理由を報告いたします。

⑸　責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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６．会社の体制及び方針
⑴　業務の適正を確保するための体制

　当社は、平成27年10月30日開催の取締役会で、業務の適正を確保するための体制の整
備に関する基本方針（「内部統制システムの構築に関する基本方針」）を一部改定する決
議をいたしました。
　改定後の当該基本方針の内容は次のとおりであります。
①　当社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制について
ア．当社は、取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任

を果たすため、「コンプライアンス・ポリシー」を定め、これを取締役及び従業員
に周知徹底させます。

イ．当社のコンプライアンスに関する体制は、管理部門担当取締役をコンプライアンス
担当役員とし、経営企画部をコンプライアンス担当部署とします。

②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
ア．当社は、株主総会議事録、取締役会議事録及び取締役を決裁者とする稟議書などの

取締役の職務執行に係る文書については、法令・社内規程に従い、適切に保存及び
管理を行います。
　また、情報の管理については、「情報セキュリティ方針」及び「個人情報保護方
針」に従い対応します。

③　当社のリスクの管理に関する規程その他の体制について
ア．当社は、管理部門担当取締役をリスク管理担当役員とし、経営企画部をリスク管理

担当部署として、「リスク管理規程」を制定し、リスク管理を実施します。
イ．当社は、代表取締役社長に直属する部署として、内部監査室を設置し、内部監査を

実施します。内部監査室は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を見直し、必
要があれば監査方法の改訂等を行います。
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④　当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
ア．当社は、定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行

状況の監督等を行います。また、「取締役会規程」により定められている事項及び
その付議事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守します。

イ．業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を策
定し、全社的な目標を設定します。各部門においては、その目標達成に向けて具体
策を策定・実行します。また、毎月予算実績報告を取締役会に報告し、全社及び各
部門の目標の達成状況を検証します。

⑤　当社及び子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制につ
いて

ア．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制について
ａ.当社は、経営企画部を子会社管理の担当部署とし、「関係会社管理規程」に従い、

子会社の事業が適正に行われているか定期的に報告を求め、子会社の経営内容を把
握します。

ｂ.子会社における経営上の重要な案件を、当社への合議・承認が必要となる事項とし
て定め、関係書類の提出を求めるなど、事前協議の上、意思決定を行います。

ｃ.子会社における業務執行状況及び決算などの財務状況に関する定期的な報告を受
け、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われているか確認します。

イ．子会社のリスクの管理に関する規程その他の体制について
ａ.子会社のリスクについては、子会社管理部署が、当社グループ全体のリスクの把

握・管理を行います。グループ各社は、重大なリスクが発生した場合には、直ちに
当社のリスク管理担当役員及び子会社管理部署に報告し、当社は事案に応じた支援
を行います。また、グループ各社は、各社ごとのリスク管理体制を整備します。
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ウ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制につ
いて

ａ.子会社管理について、子会社管理部署が子会社の指導・育成の基本方針を立案し、
事業及び経営の両面から子会社を指導・育成します。

ｂ.子会社管理部署は、子会社に対し、貸借対照表・損益計算書などの経営内容、予算
実績対比等の提出及び報告を定期的に求め、子会社の経営内容を的確に把握しま
す。また、子会社管理部署は、子会社の決算損益等を定期的に当社取締役会に報告
します。

エ．子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制について

ａ.当社は「コンプライアンス・ポリシー」を当社グループ全体のコンプライアンス基
本方針とし、コンプライアンスに関する規程及び関連規程に基づき、当社グループ
内の子会社におけるコンプライアンス推進を支援します。

ｂ.当社取締役及び従業員を必要に応じて出向させるとともに、「関係会社管理規程」
に基づき子会社の業務を所管する部署と連携し、子会社における法令及び定款に適
合するための指導・支援を実施します。

ｃ.当社の内部監査部門が、「内部監査規程」に基づき法令や定款、社内規程等への適
合等の観点から、子会社の監査を実施します。

⑥　当社の監査役の職務を補助すべき従業員に関する事項及び当該従業員の取締役からの
独立性に関する事項について

ア．監査役を補助すべき従業員については、管理部門担当取締役が監査役の意見を十分
に検討し、必要に応じて人員を配置します。

イ．監査役を補助すべき従業員の人事異動については、監査役と管理部門担当取締役が
協議し、決定します。

⑦　当社の監査役の前号の従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項について
ア．監査役を補助すべき従業員は当社の就業規則に従いますが、当該従業員への指揮命

令権は各監査役に属するものとし、異動、処遇、懲戒等の人事事項については監査
役と事前協議のうえ実施します。
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⑧　当社の監査役への報告に関する体制について
ア．当社の取締役及び従業員が監査役に報告するための体制について

ａ.監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握する
ため、全社幹部会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業
務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員にその説明
を求めることとします。

ｂ.取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実があることを発見したとき
は、法令に従い、直ちに監査役に報告します。

イ．子会社の取締役、監査役及び従業員またはこれらの者から報告を受けた者が当社の
監査役に報告するための体制について

ａ.当社の監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、子会
社の主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて子会
社の取締役、監査役または従業員にその説明を求めることとします。

ｂ.子会社の取締役、監査役及び従業員またはこれらの者から報告を受けた者が、子会
社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実その他重要な事実があることを発見し
たときは、法令に従い、直ちに当社の監査役に報告します。

⑨　前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制について

ア．「内部通報の取扱いに関する規程」において、内部通報に携わる者は通報・相談の
受付、事実確認及び調査等で知り得た秘密事項を漏らすことを禁止しており、漏ら
した場合には当社または子会社の社内規程に従い処分を科します。
　また、いかなる場合においても、通報窓口への通報・相談者に対して、不利益な
取扱い（降格、減給、解雇、派遣労働者の交代、労働者派遣契約の解除等）を禁止
しています。
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⑩　当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する
事項について

ア．取締役は監査役による監査に協力し、監査に要する諸費用については、監査の実行
を担保するべく予算を措置します。

⑪　その他、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
ア．取締役及び従業員は、監査役の監査に対する理解を深め、監査体制の実効性を高め

るため、監査役の監査に協力します。
イ．監査役は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ随時に意見交換会を開催し、また内

部監査室と連携を図り、効果的な監査業務を遂行します。

⑫　当社の財務報告の適正性を確保するための体制の整備について
ア．当社は、金融商品取引法及びその他の法令の定めに従い、財務報告に係る具体的な

内部統制の整備及び運用を定め、財務報告の信頼性及び適正性を確保します。

⑬　当社及び子会社から成る企業グループにおける反社会的勢力排除に向けた体制整備に
関する内容について

ア．当社グループは、反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係をもちません。ま
た、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をと
ります。

イ．当社グループは、反社会的勢力についての理解を深め、関係を排除するための対応
及び毅然とした対応ができるよう、定期的に社内教育を行います。

－ 29 －

会社の体制及び方針



2016/06/01 15:18:18 / 15173963_株式会社電算_招集通知（Ｃ）

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、上記の業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針に基づき、内
部統制システムの整備及び運用状況について継続的に確認、取締役会にその内容を報告し
ております。また、確認の結果判明した問題につきましては、是正措置を行い、より適切
な内部統制システムの運用に努めております。なお、当事業年度に実施した当社における
内部統制システムの主な運用状況は以下のとおりであります。
①　コンプライアンスに関する取り組み

　労働関係法、労働者派遣法及び下請法、印紙税法等業務と関連の深い重要法令の理解
と遵守の徹底のため、ならびにインサイダー取引規制の理解と法令違反防止のため、ま
た、反社会的勢力について関係を排除するための対応理解のために、各種コンプライア
ンス研修を全社研修として計画し、実施しました。
　また、海外取引の増加に備えて、海外渡航者向けの研修も随時実施し、渡航先に応じ
た遵守事項の周知にも努めました。

②　当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する取り組み
　当社は、情報サービス事業者として取り扱う情報処理施設、情報システム、データ等
に関わる情報セキュリティの維持・管理に必要な基本事項を定め、当社が営むすべての
業務に適用する目的として、「情報セキュリティ管理規程」を制定しており、当事業年
度は、情報セキュリティの管理及び推進体制をより明確化するため、その内容の見直し
を実施し、平成27年12月１日付で施行いたしました。

③　リスク管理に関する取り組み
　事業リスク評価分析の結果から特定した主要なリスクテーマ（優先的に対応すべきリ
スク）について定期的にモニタリングを実施し、リスク管理が継続して有効に機能して
いることを確認しました。また、リスク管理担当役員、リスク管理事務局、各部門を代
表するリスク管理リーダで構成するリスク管理リーダ連絡会を定期的に開催し、上記の
モニタリング結果やリスク関連案件に関する対応状況を把握、検討しました。
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④　内部通報の取り扱いに関する取り組み
　当社は平成27年10月に、通報窓口を社内から外部機関（経営陣から独立した外部弁護
士）に変更しました。通報を受けてからは、通報案件の処理に係るフローチャートに則
り適切に処理する手続きを整備しております。

⑤　監査役監査の実効性を確保するための取り組み
　監査役は、他の監査役、取締役及び会計監査人とそれぞれ随時に意見交換を実施し、
内部監査室と連携を図り、効果的な監査業務を遂行しました。

⑥　財務報告の適正性の確保に関する取り組み
　当社では会計監査人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しておりま
す。会計監査人とは、定期的な意見交換、情報共有を行っている他、必要に応じて内部
監査結果等を共有しております。また、会社情報の適時開示については、適正かつ迅速
な情報開示に対応すべく社内体制の強化を図っております。

⑶　株式会社の支配に関する基本方針
①　基本方針の内容の概要

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を
理解し、当社が企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ安定的に確保し、
向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。
　当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株
主の皆様全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。また、当社株式に
ついて大量買付けが行われる場合、当該行為が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の
利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。
　しかしながら、株式の大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び株主
共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するお
それがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討
し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供し
ないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者
との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資
さないものも少なくありません。
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　当社株式の大量買付けを行う者が、当社の事業及び財務の内容ならびに当社の企業価
値を理解し、当社の企業価値の源泉を中長期的に確保・向上させることができなければ、
当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益が毀損されることになります。また、
当社株式の大量買付けを行う提案を受けた際、株主の皆様が最善の選択を行うためには、
大量買付行為が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に及ぼす影響を判断する必
要があり、そのために必要な情報や時間が確保されないまま大量買付行為が強行される
場合には、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益が毀損されることになります。
　当社は、そのような当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資さない大量買付
けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、こ
のような者による大量買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、
当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。

②　会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取り組みの概要
　当社においては、「Reams（リームス）」に代表される当社の技術・知識・ノウハウ
が最大限活かされて開発された各種ソフトウェア資産、技術・知識・ノウハウが蓄積さ
れた人材、お客様密着型の企業文化、提携ビジネスパートナーとの協働関係の確立、及
び独立系情報サービス企業であることなどが、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の
利益の源泉であると考えております。当社は、これらの企業価値の源泉を踏まえ、成長
企業としての基盤構築、積極的な人材育成による技術力の向上、次期システムの研究開
発及び設備投資、システム開発の品質・生産性向上といった諸施策を実行していくこと
により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上を図ってまいります。
　また、当社は、コーポレート・ガバナンスの強化として、取締役の任期を１年とし、
また社外取締役及び社外監査役のうち４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と
して指定しております。このような役員体制のもと、毎月定例的に開催する取締役会で
は、各社外取締役及び社外監査役は、取締役会の重要な意思決定及び業務執行の妥当性・
適正性を確保する機能・役割を担うなど、経営の透明性と健全性の確保及び環境の変化
に迅速・適切に対応できる経営機能の強化を図っております。なお、監査役は取締役会
のほか重要な会議に出席し、取締役の職務遂行状況を監査するとともに、内部監査担当
者及び会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の有
効性を高めております。
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③　会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方
針の決定が支配されることを防止するための取り組みの概要

　当社は、平成27年５月27日開催の取締役会の決議及び平成27年６月25日開催の定時
株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の決議に基づき、「当社株式の大量
買付行為への対応策」（買収防衛策）を継続いたしました（以下、「本プラン」といい
ます。）。
　本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的
として、当社の株券等の大量買付行為が行われる場合に、大量買付行為を行おうとする
者（以下「大量買付者」といいます。）に対し、（i）事前に当該大量買付行為に関する
必要かつ十分な情報の提供を求め、（ii）当社が当該大量買付行為についての情報収集・
検討等を行う時間を確保した上で、（iii）株主の皆様に対し当社経営陣の計画や代替案
等を提示すること、あるいは大量買付者との交渉を行っていくための手続を定めていま
す。
　当社取締役会は、大量買付者が本プランに定められた手続を遵守したか否か、大量買
付者が本プランに定められた手続を遵守した場合であってもその大量買付行為が当社の
企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものとして対抗措置を発動するか否か、
及び、対抗措置を発動するか否かについて株主総会に諮るか否かの判断については、そ
の客観性、公正性及び合理性を担保するため、当社は、当社取締役会から独立した組織
として独立委員会を設置し、独立委員会に必ず諮問することとします。
　本プランは、以下のア.ないしウ.のいずれかに該当し、またはその可能性がある行為
がなされ、またはなされようとする場合（ただし、当社取締役会があらかじめ承認した
ものを除きます。以下「大量買付行為」といいます。）を適用対象とします。
ア．当社が発行者である株券等に関する大量買付者の株券等保有割合が20％以上とな

る当該株券等の買付その他の取得
イ．当社が発行者である株券等に関する大量買付者の株券等所有割合とその特別関係者

の株券等所有割合との合計が20％以上となる当該株券等の買付その他の取得
ウ．当社が発行者である株券等に関する大量買付者が、当社の他の株主との間で当該他

の株主が当該大量買付者の共同保有者に該当することとなる行為を行うことにより、
当該大量買付者の株券等保有割合が20％以上となるような行為
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　大量買付行為を行う大量買付者には、大量買付行為の実行に先立ち、本プランに定め
る手続を遵守する旨の誓約文言を含む書面（以下「意向表明書」といいます。）を当社
に対して提出していただきます。当社は、意向表明書を受領した日から10営業日以内
に、買付説明書（以下に定義されます。）の様式を大量買付者に対して交付いたします。
大量買付者は、当社が交付した書式に従い、当社株主の皆様の判断及び当社取締役会と
しての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）等を
記載した書面（以下「買付説明書」といいます。）を、当社に提出していただきます。
　大量買付者より本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合、当社取締役会は、
大量買付行為の内容の評価、検討、協議、交渉、代替案作成のための期間として、60日
間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）また
は90日間（その他の大量買付行為の場合）の取締役会評価期間を設定します（なお、止
むを得ない事情がある場合、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき、最大30日間
延長することができます。）。
　独立委員会は、大量買付者及び当社取締役会から提供された情報に基づき、必要に応
じて外部専門家等の助言を得て大量買付行為の内容の評価・検討等を行い、取締役会評
価期間内に対抗措置の発動もしくは不発動または対抗措置発動の可否等につき株主総会
に諮るべきである旨を当社取締役会に勧告を行います。
　当社取締役会は、独立委員会の前述の勧告を最大限尊重し、取締役会評価期間内に対
抗措置の発動もしくは不発動に関する会社法上の機関としての決議または株主総会招集
の決議その他必要な決議を遅滞なく行います。対抗措置発動の可否等につき株主総会に
おいて株主の皆様にお諮りする場合には、株主総会招集の決議の日より最長60日以内に
株主総会を開催することとします。当社が本プランに基づき発動する大量買付行為に対
する対抗措置は、新株予約権無償割当て等、会社法その他の法令及び当社の定款上認め
られている措置とします。対抗措置として新株予約権無償割当てを実施する場合には、
新株予約権者は、当社取締役会が定めた１円以上の額を払い込むことにより新株予約権
を行使し、当社普通株式を取得することができるものとし、当該新株予約権には、大量
買付者等による権利行使が認められないという行使条件や当社が大量買付者等以外の者
から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項等を付すこと
があるものとします。
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　本プランの有効期間は、本定時株主総会終結の時から３年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
　なお、本プランの詳細については、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス
http://www.ndensan.co.jp/ir/press.htm）に掲載の平成27年５月27日付プレスリリ
ースをご覧下さい。

④　具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
　②に記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関
する基本方針の実現に資する特別な取り組みは、②に記載した通り、当社の企業価値ひ
いては株主共同の利益を向上させるための具体的方策であり、当社の会社役員の地位の
維持を目的とするものではなく、上記①に記載した当社の基本方針に沿うものです。
　また、本プランは、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、対抗
措置の発動もしくは不発動または株主総会招集の判断の際には取締役会はこれに必ず諮
問することとなっていること、独立委員会は当社の費用で独立した第三者である外部専
門家等を利用することができるとされていること、本プランの有効期間は３年であり、
その継続については株主の皆様のご承認をいただくこととなっていること等、その内容
において公正性・客観性が担保される工夫がなされている点において、企業価値ひいて
は株主共同の利益に資するものであって、上記①に記載した当社の基本方針に沿うもの
であり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
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⑷　剰余金の配当等の決定に関する方針
①　利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつに位置付けたうえで、経
営体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の確保及び毎期の業績に基づき配当
政策を実施することを基本方針としております。
　また、中間配当及び期末配当の年２回の配当を実施することを基本方針とし、配当性
向は20％以上を目標にしてまいります。なお、これらの剰余金の配当の決定機関は、取
締役会であります。

②　期末配当に関する事項
　当事業年度の期末配当につきましては、積極的な事業展開に必要な内部留保を確保し
つつ、当社の財政状態、第51期の業績及び創立50周年等を総合的に勘案して、平成28
年５月13日開催の取締役会決議により、以下のとおりとさせていただきました。
ア．配当財産の種類

金銭といたします。
イ．配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき普通配当18円、創立50周年記念配当５円の計23円といた
します。
　この場合の配当総額は127,544,200円となります。
　また、平成27年12月７日に、１株につき17円の中間配当を実施しておりますので、
年間配当金は１株につき40円となります。

ウ．剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年６月13日といたします。

③　その他の剰余金の処分に関する事項
ア．増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　　　　　　　500,000,000円
イ．減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　　　　　　500,000,000円
ウ．効力発生日

平成28年５月13日

（注）本事業報告中の記載数字の金額につきましては、表示単位未満の端数を切り捨てて表示して
おります。
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貸借対照表（平成28年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
リ ー ス 投 資 資 産
商 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
リ ー ス 資 産
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

7,461,513
1,549,498

3,870
4,739,751

526,749
24,149
95,037
32,933
60,989

307,093
121,697

△258
8,687,733
7,177,735
4,934,657

62,034
43,168

461
340,510

1,732,845
63,507

550
664,359
138,539

7,155
503,160
15,504

845,638
361,457

272
16,240

358,731
119,383

△10,447

流 動 負 債 5,848,085
買 掛 金 835,200
短 期 借 入 金 2,394,000
1年内返済予定長期借入金 317,040
リ ー ス 債 務 219,630
未 払 金 715,826
未 払 費 用 91,050
未 払 法 人 税 等 315,751
未 払 消 費 税 等 142,263
前 受 金 52,974
預 り 金 79,286
賞 与 引 当 金 675,360
製 品 保 証 引 当 金 3,989
受 注 損 失 引 当 金 4,716
そ の 他 996

固 定 負 債 2,344,410
長 期 借 入 金 783,800
リ ー ス 債 務 382,913
退 職 給 付 引 当 金 1,177,291
資 産 除 去 債 務 405

負 債 合 計 8,192,495
純 資 産 の 部

株 主 資 本 7,915,428
資 本 金 1,395,482
資 本 剰 余 金 1,071,730

資 本 準 備 金 1,044,925
そ の 他 資 本 剰 余 金 26,804

利 益 剰 余 金 6,190,805
利 益 準 備 金 87,500
そ の 他 利 益 剰 余 金 6,103,305

別 途 積 立 金 4,260,000
繰 越 利 益 剰 余 金 1,843,305

自 己 株 式 △742,589
評価・換算差額等 34,048

その他有価証券評価差額金 34,048
新 株 予 約 権 7,275

純 資 産 合 計 7,956,751
資 産 合 計 16,149,247 負債及び純資産合計 16,149,247

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 14,226,602
売 上 原 価 8,644,040

売 上 総 利 益 5,582,562
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,981,692

営 業 利 益 600,869
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 8,093
助 成 金 収 入 22,954
為 替 差 益 1,679
そ の 他 5,811 38,538

営 業 外 費 用
支 払 利 息 20,076
新 株 予 約 権 発 行 費 2,700
そ の 他 528 23,305

経 常 利 益 616,102
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,163
投 資 有 価 証 券 売 却 益 676,636 677,800
税 引 前 当 期 純 利 益 1,293,903
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 316,700
法 人 税 等 調 整 額 7,523 324,223
当 期 純 利 益 969,680

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成28年５月13日

株式会社電算
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 尾関　純 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 岩瀬　弘典 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社電算の平成27年４月１日から平
成28年３月31日までの第51期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及び
その附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明
細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監
査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施
することを求めている。
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　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性につ
いて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　　上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書
　当監査役会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第51期事業年度の取締役の職務の執行
に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報
告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると
ともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務
及び財産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項
及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定
期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みにつ
いては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方
針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第
118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なう
ものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年５月19日

株式会社　電算　監査役会

常勤監査役 関谷　秀世 ㊞
社外監査役 増田　英敏 ㊞
社外監査役 小出　貞之 ㊞
社外監査役 中村　重一 ㊞

以上
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株主総会参考書類

第１号議案　取締役８名選任の件

　取締役　轟一太、熊原昭夫、清水誠一、石丸美枝、河井聡司、丸山沢水、小林秀明及び
小根山克雄の各氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

ふり
氏

 
　

 
　

がな
名

（生年月日）
略歴、当社における地位、担当

（重要な兼職の状況）
所有する当社

株式の数

１
再 任

とどろき
轟

 
　

かず
一

た
太

（昭和21年１月18日生）

昭和44年３月 信越放送株式会社入社

17,500株

平成12年６月 同社取締役
平成15年６月 同社常務取締役
平成16年６月 当社取締役
平成17年６月 当社専務取締役
平成20年６月 当社代表取締役専務
平成23年６月 当社代表取締役社長（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社メイツ長野社外取締役
株式会社長野県カルチャーセンター社外取締役
株式会社インフォメーション・ネットワーク・コ
ミュニティ社外取締役
長野県信用組合理事

【取締役候補者とする理由】
前会社で培われた経営手腕と平成16年６月に当社取締役に就任以来、経営の重要事項の決定及び業
務執行の監督に十分な役割を果たしてきたことを考慮して、引き続き当社の事業拡大及び経営全般
に対する適切な役割が期待でき、当社取締役として適任と判断したためです。
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候補者
番号

ふり
氏

 
　

 
　

がな
名

（生年月日）
略歴、当社における地位、担当

（重要な兼職の状況）
所有する当社

株式の数

２
再 任

くま
熊

はら
原

あき
昭

お
夫

（昭和24年９月11日生）

昭和
平成

56
18

年
年

１
４

月
月

当社入社
当社管理本部長兼経営企画部長

4,800株

平成19年６月 当社取締役
平成21年６月 当社常務取締役管理本部担当兼情

報開示担当管理本部長兼経理部長
平成23年６月 当社専務取締役
平成

平成
平成

24

26
27

年

年
年

６

６
４

月

月
月

当社代表取締役専務ビジネス事業
本部担当
当社代表取締役専務
当社代表取締役専務ビジネス事業
本部担当（現任）

【取締役候補者とする理由】
当社における管理本部長などの経験から、その経営の手腕を考慮して、引き続き当社の事業拡大及
び経営全般に対する適切な役割が期待でき、当社取締役として適任と判断したためです。

３
再 任

し
清

みず
水

せい
誠

いち
一

（昭和27年６月27日生）

昭和50年４月 当社入社

4,000株

平成19年４月 当社管理本部総務人事部長
平成21年６月 当社取締役公共事業本部担当公共

事業本部長
平成

平成

25

26

年

年

６

６

月

月

当社取締役公共事業本部担当兼デ
ータセンター担当公共事業本部長
当社取締役公共事業本部担当公共
事業本部長（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社諏訪広域総合情報センタ社外取締役

【取締役候補者とする理由】
公共分野の事業推進に功績が認められ、また、当社における管理本部総務人事部長などの経験か
ら、その手腕を考慮して、引き続き当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割が期待でき、
当社取締役として適任と判断したためです。

－ 44 －
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候補者
番号

ふり
氏

 
　

 
　

がな
名

（生年月日）
略歴、当社における地位、担当

（重要な兼職の状況）
所有する当社

株式の数

４
再 任

いし
石

まる
丸

み
美

え
枝

（昭和44年11月２日生）

平成

平成
平成
平成
平成
平成

平成

平成

９

15
23
23
24
25

25

26

年

年
年
年
年
年

年

年

11

４
４
５
６
１

６

６

月

月
月
月
月
月

月

月

朝日監査法人（現有限責任あずさ
監査法人）入所
公認会計士登録
当社入社
税理士登録
当社取締役経理・財務担当
当社取締役経営企画本部担当兼情
報開示担当経営企画本部長
当社取締役経営企画本部担当兼技
術開発センター担当兼情報開示担
当経営企画本部長
当社取締役経理・財務担当（現任）

1,400株

【取締役候補者とする理由】
会計士・税理士の資格を有しており、また、会計監査業務の経験から企業財務・経理に精通してお
り、その手腕を考慮して、引き続き当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割が期待でき、
当社取締役として適任と判断したためです。
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候補者
番号

ふり
氏

 
　

 
　

がな
名

（生年月日）
略歴、当社における地位、担当

（重要な兼職の状況）
所有する当社

株式の数

５
再 任

かわ
河

い
井

さと
聡

し
司

（昭和38年３月13日生）

昭和
平成

平成

平成
平成
平成

平成

平成

60
21

22

24
25
26

26

27

年
年

年

年
年
年

年

年

４
４

４

４
４
４

６

４

月
月

月

月
月
月

月

月

当社入社
当社公共事業本部公共ソリューシ
ョン３部長
当社公共事業本部公共ソリューシ
ョン１部長
当社公共事業本部公共統括部長
当社ビジネス事業本部長
当社ビジネス事業本部長兼データ
センター長
当社取締役ビジネス事業本部担当
兼データセンター担当ビジネス事
業本部長兼データセンター長
当社取締役技術推進本部担当兼デ
ータセンター担当技術推進本部長
兼データセンター長（現任）

1,400株

【取締役候補者とする理由】
公共分野および産業分野の事業推進に功績が認められ、また、IT技術に関する豊富な知識を有し、
その手腕を考慮して、引き続き当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割が期待でき、当社
取締役として適任と判断したためです。

６
再 任

まる
丸

やま
山

たく
沢

み
水

（昭和37年２月12日生）

昭和
平成
平成
平成

60
19
25
26

年
年
年
年

４
12
４
６

月
月
月
月

当社入社
当社内部監査室長
当社管理本部人事部長
当社取締役管理本部担当兼経営企
画本部担当兼情報開示担当管理本
部長（現任）

800株

【取締役候補者とする理由】
当社における内部監査室長および管理本部人事部長などの経験から、その手腕を考慮して、引き続
き当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割が期待でき、当社取締役として適任と判断した
ためです。
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候補者
番号

ふり
氏

 
　

 
　

がな
名

（生年月日）
略歴、当社における地位、担当

（重要な兼職の状況）
所有する当社

株式の数

７
再 任

こ
小

ばやし
林

ひで
秀

あき
明

（昭和20年12月19日生）

社外取締役候補者

昭和43年４月 外務省入省

1,700株

昭和63年７月 在オーストラリア日本国大使館参
事官

平成４年１月 在ポーランド日本国大使館公使
平成７年４月 総理府事務官　公正取引委員会事

務局官房審議官
平成９年８月 在アメリカ合衆国日本国大使館特

命全権公使
平成12年２月 国際連合日本政府代表部特命全権

大使
平成13年４月 儀典長
平成14年10月 東宮侍従長
平成17年11月 在タイ日本国大使館特命全権大使
平成20年10月 内閣府迎賓館館長
平成23年６月 当社社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
東洋製罐グループホールディングス株式会社社外
取締役

【社外取締役候補者とする理由】
過去に社外役員となること以外で会社の経営に関与された経験はありませんが、外交官としての国
際政治経済について長年の経験と知見を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客
観的視点から当社の経営全般に対する助言が期待でき、当社社外取締役として適任と判断したため
です。

－ 47 －

第１号議案取締役選任議案



2016/06/01 15:18:18 / 15173963_株式会社電算_招集通知（Ｃ）

候補者
番号

ふり
氏

 
　

 
　

がな
名

（生年月日）
略歴、当社における地位、担当

（重要な兼職の状況）
所有する当社

株式の数

８
再 任

お
小

ね
根

やま
山

 
　

かつ
克

 
　

お
雄

（昭和18年２月25日生）

社外取締役候補者

昭和40年３月 信越放送株式会社入社

2,700株

平成９年６月 同社取締役東京支社長
平成13年６月 同社常務取締役東京支社長
平成16年６月 同社専務取締役営業本部長
平成17年６月 同社代表取締役専務
平成22年６月 同社代表取締役副社長
平成23年６月 同社代表取締役社長
平成23年６月 当社社外取締役（現任）
平成27年６月 信越放送株式会社代表取締役会長

（現任）
（重要な兼職の状況）
信越放送株式会社代表取締役会長
株式会社エステート長野代表取締役社長
長野カントリー株式会社代表取締役社長
株式会社長野県カルチャーセンター代表取締役副
社長
株式会社ながのコミュニティ放送社外取締役
株式会社インフォメーション・ネットワーク・コ
ミュニティ社外取締役
株式会社まちづくり長野社外取締役

【社外取締役候補者とする理由】
他社における会社経営に関する豊富な経験と知見を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から
独立した客観的視点から当社の経営全般に対する助言が期待でき、当社社外取締役として適任と判
断したためです。

　(注)　１．各取締役候補者の所有する当社の株式数は、平成28年３月31日時点における株式数
で記載しております。
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２．取締役候補者と当社との間における特別の利害関係は、次のとおりであります。
①　取締役候補者　轟一太氏は、株式会社メイツ長野社外取締役、株式会社長野県

カルチャーセンター社外取締役、株式会社インフォメーション・ネットワーク・
コミュニティ社外取締役及び長野県信用組合理事を兼務しております。当社は
株式会社メイツ長野との間に事務スタッフ受け入れ等の人材派遣関係及びシス
テム提供等の取引関係、株式会社長野県カルチャーセンターとの間に機器シス
テム・用品販売及びシステム利用料等の取引関係、株式会社インフォメーショ
ン・ネットワーク・コミュニティとの間にインターネットサービス等の取引関
係、長野県信用組合との間に業務委託等の取引関係があります。

②　取締役候補者　清水誠一氏は、株式会社諏訪広域総合情報センタ社外取締役を
兼務しております。当社は株式会社諏訪広域総合情報センタとの間にシステム
提供サービス等の取引関係があります。

③　取締役候補者　小根山克雄氏は、信越放送株式会社代表取締役会長、株式会社
エステート長野代表取締役社長、長野カントリー株式会社代表取締役社長、株
式会社長野県カルチャーセンター代表取締役副社長、株式会社ながのコミュニ
ティ放送社外取締役、株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニ
ティ社外取締役及び株式会社まちづくり長野社外取締役を兼務しております。
当社は信越放送株式会社、長野カントリー株式会社及び株式会社長野県カルチ
ャーセンターとの間に機器システム・用品販売及びシステム利用料等の取引関
係、株式会社エステート長野との間にインターネットサービス及びシステム利
用料等の取引関係があります。なお、当社は株式会社ながのコミュニティ放送、
株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ及び株式会社まち
づくり長野との間にインターネットサービス等の取引関係があります。

④　その他の候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。
３．取締役候補者　小林秀明氏及び小根山克雄氏は、社外取締役の候補者であります。

当社は小林秀明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引
所に届け出ております。なお、小林秀明氏の再任が承認された場合には、引き続き
独立役員とする予定であります。
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４．社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について
　小林秀明氏及び小根山克雄氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締
役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって５年となります。

５．社外取締役候補者との責任限定契約について
　当社は小林秀明氏及び小根山克雄氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づ
き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約
に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第１項に規定する最低責任限定額
としております。なお、小林秀明氏及び小根山克雄氏の再任が承認された場合には、
両氏との当該契約を継続する予定であります。

６．当社は、基本的に特別な利害関係を有しておらず、当社の一般株主と利益相反の生
じるおそれのない独立性を有している方を、社外取締役に選任する方針であります。
また、利害関係を有している場合でも、重要性等を検討し、客観的視点から当社経
営に対し提言をいただける方を、社外取締役に選任する方針であります。

－ 50 －
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第２号議案　取締役に対するストック・オプション報酬の件

当社は、会社法第361条第１項に基づき、平成14年６月28日開催の第37期定時株主総会
において、取締役に対する金銭報酬として、取締役については年額300,000千円以内（た
だし、使用人分給与は含まない。）とすることをご承認いたただき、今日に至っておりま
すが、かかる金銭報酬の枠内にて、取締役については年額50,000千円以内（うち、社外取
締役7,500千円以内）の範囲内でストック・オプションとして１年間に取締役に対して発
行するための報酬等につき、ご承認をお願いするものであります。

当社の取締役に対しストック・オプション報酬として発行する新株予約権の額は、新株
予約権の割当日において算定した新株予約権１個あたりの公正価額に、割り当てる新株予
約権の総数を乗じて得た額となります。ここでいうところの割当日における新株予約権１
個当たりの公正価値の算定につきましては、新株予約権の公正価値の算定のために一般的
に利用されている算定方法を用いることとしております。

かかるストック・オプションの付与は、新株予約権の公正な評価額を払込金額とする新
株予約権を当社取締役に割当てる一方、当該払込金額に相当する金銭報酬を支給すること
とし、報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する方法により行います。

なお、現在の取締役は８名（うち、社外取締役２名）でありますが、第１号議案が原案
どおり承認可決されました後も現在と同様に、取締役は８名（うち、社外取締役２名）と
なります。
１．取締役に対するストック・オプション報酬として新株予約権を発行することを相当と

する理由
　当社の業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した
業務展開を図ることを目的としており、報酬制度として相当と判断するものでありま
す。

２．報酬等の内容（ストック・オプション報酬として１年間に発行する新株予約権の内容）
（１）新株予約権の数

　取締役については200個（うち社外取締役分は30個）を各事業年度に係る定時株主
総会開催日から１年以内に発行する新株予約権の上限とする。
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（２）新株予約権の目的である株式の種類及び数
　取締役については20,000株（うち社外取締役分は3,000株）を各事業年度に係る定
時株主総会開催日から１年以内に発行する新株予約権の目的である株式の数の上限と
する。なお、新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権１個当
たりの目的である株式の数は100株とする。
　また、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、株
式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

（３）新株予約権と引換えに払い込む金額
　新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック･ショールズ･モデ
ルにより算定される公正な評価額とする。ただし、当社は、本新株予約権の割当てを
受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給すること
とし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使
することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価
額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。
　行使価額は、金１円とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間
　割当日から割当日後30年を経過する日までの範囲内で、取締役会が決定する期間と
する。

（６）譲渡による新株予約権の取得の制限
　譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

（７）新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記（５）の期間内において、当社または当社関係会社の取締役、

監査役及び従業員の地位を喪失した日の翌日から10日（10日目が休日に当たる場合
には前営業日）を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものと
する。

②その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
（８）その他の新株予約権の募集事項

　その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役
会において定める。

以　上
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株主総会会場ご案内図
会　場　：長野県長野市県町576番地

ホテル国際21 １階 藤の間
電話（026）234－1111

信州大学教育学部
善光寺善光寺

かるかや堂

信濃毎日新聞

中央郵便局
Ｒ19

合同庁舎合同庁舎
Ｒ406
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イトーヨーカドーイトーヨーカドー
権堂駅権堂駅

善光寺下駅善光寺下駅

信越放送信越放送
市役所前駅

昭和通り(Ｒ19)
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電算本社ビル

交通のご案内
●ＪＲ長野駅善光寺口下車
　徒歩約20分、タクシー約５分。
●ＪＲ長野駅善光寺口より長野市循環バスぐるりん号
　「県庁前」バス停下車徒歩１分。
　ＪＲ長野駅善光寺口のバスロータリー内４番のりば【Ｃ－０１　長野駅】
　午前９時35分発、50分発。
　善光寺口からのバスの所要時間は約11分です。
●お車をご利用の方
　ホテル国際21の駐車場をご利用ください。

地図




